
会 議 録 

会議名 令和４年度第３回西尾市図書館協議会    

日 時    令和５年３月１５日（水）午後３時～４時 

場 所    西尾市立図書館 会議室 

出席者 
安井会長、鳥山副会長、富田委員、今本委員、浅井委員、味岡委員、青山委員、 

辻村委員、伊與田委員 

欠席者 なし 

市係等 

出席者 
齋藤部長、齋藤図書館長、生田館長補佐、吉永主任主査 

傍聴者 無し 

 協議会の中で出されたことは以下のとおり。 

１ あいさつ 

   安井会長  

 

２ 議題 

（１）西尾市図書館運営基本計画について 

生田館長補佐より説明。 

前回、１２月１３日の図書館協議会で「西尾市図書館運営基本計画」の策定状況を

ご説明いたしましたが、その後、１２月１９日の社会教育審議会、１月１０日の文教

部会、翌１１日の定例教育委員会に計画案を提出いたしました。そののち、パブリッ

クコメントを１月２０日から２月１９日までの４週間実施いたしまして、お一人の方

から４件のご意見をいただきましたが、図書館運営全般に関するご意見であり、計画

の修正を求めるものではございませんでした。ただいま、委員の皆様のお手元にござ

います計画案を最終案とさせていただき、本日、委員の皆様にお諮りしたいと考えて

おります。 

質問等なし 

承認を得る 

 →  承認をいただきましたので３月中に印刷し、委員の皆様にはお配りさせていただ

きます。 

 

（２）令和５年度事業計画（案）について 

   齋藤館長より説明。 

１ 基本方針 

図書館は、乳幼児から高齢者まで、住民すべての生涯学習の拠点であり、情報の入

手、地域文化の創造の場所です。市民の交流の場として、「いつでも」「どこでも」

「だれでも」利用できる身近な図書館をめざします。 

また、子どもたちが本との出会いの楽しさや、知る喜びを体験できるよう、子ども

読書活動を推進するとともに、利用者ニーズに応じた資料収集やサービスを提供しま

す。 

２ 施策 

主だったものについてご説明します。 

窓口等での貸出サービスでは、個人目標は、図書館来館による個人貸出点数の目標

としては、従来と変わらず市民一人当たり7.0冊としました。この件につきましては

議題（１）でご審議いただいた「西尾市図書館運営基本計画」37ページをご覧くださ

い。基本目標別の評価指標で、基本目標の「２ 誰もが利用しやすい図書館へ」の中



で、評価指標「市民一人当たりの図書年間貸出数」において、令和14年度の最終目標

を7.0冊としていますが、当面は令和９年度の中間目標である6.4冊を目標にしたいと

考えています。また、「電子書籍貸出サービス」にも力をいれてまいります。 

利用促進事業では、資料2-2のとおり、「西尾っ子読書フェスティバル」などのイ

ベントや講座を計画しております。また、市制70周年記念事業といたしまして、女優

の室井滋氏・絵本作家の長谷川義史氏などで結成された「しげちゃん一座」による、

親子で楽しめる絵本ライブ公演を10月１日(日)に一色町公民館で開催します。令和４

年度は、コロナ感染対策を施し実施してまいりましたが、令和５年度においても、状

況を注視しながら、感染対策を考慮して、実施してまいりたいと考えています。 

また、子ども読書活動推進では、読書通帳の配布や 資料２－１裏面をご覧くださ

い。ブックスタート事業などにより、子どもの読書意欲の向上を目指します。 

利用者それぞれのニーズに対応した、子育て支援サービス、学校支援サービス、高

齢者及び障害者対応サービス、行政と連携したサービスを行います。 

資料整備においては、資料の収集方針に沿った、資料購入を行ってまいります。 

   蔵書管理においては、令和５年度は図書館情報システムを更新し、安定稼働を図っ

てまいります。また、図書館本館の玄関にセキュリティゲートを設置し、郷土資料・

参考資料の管理・保全を図ってまいります。 

 

生田館長補佐より説明。 

   続きまして、令和５年度行事等計画（案）についてご説明いたします。 

資料２－２をご覧ください。令和５年度行事等の計画について、主な行事をご説明

します。 

 全館共同開催行事としまして、４月23日の子ども読書の日をPRするため、４月15日

から５月７日に西尾っ子読書フェスティバルを開催いたします。今年度のメイン行事

としまして、東海地方を中心に活動されているプロの人形劇団「むすび座」の人形劇

公演を本館で行います。 

また、この時期に図書館の窓口と保育園に配布しております「としょかんおやこ読

書ノート」ですが、５年度までは今まで通り冊子を配布いたしますが、６年度からは

保育園で配布するものにつきましてはデータでの配布とさせていただく予定でござい

ます。 

読書通帳につきましては、引き続き、年度初めに新１年生に無料配布していくとと

もに、新たな利用者と更新される利用者の促進を図ってまいります。 

   続いて、各館ごとの計画についてご説明します。まず、本館でございますが、図書

館講演会としましては郷土の出身者、ゆかりのある方の講演会を予定しております

が、講師、時期はこれから調整してまいります。また、大人向け講座としまして、秋

に文学講座を予定しております。３つの子ども向け講座は例年通りとなっておりま

す。 

裏面をご覧ください。 

ボランティア養成講座につきましても、ボランティアの要望等も聞き、これから調

整してまいります。 

なお、先ほど館長から説明いたしました５年度の運営計画の中でお示ししました

「市制70周年記念事業図書館親子絵本ライブ」につきましては、来年度の図書館行事

の中で一番大きなイベントになると思っています。 

   次に一色学びの館の行事等でございますが、図書館まつりである「MANABIフェス

タ」を８月４日から６日にかけて行います。 

また市制70周年記念事業としまして本館が実施します絵本ライブに合わせて、２週

間程度絵本作家の長谷川義史さんの原画展開催します。また、絵本ライブ前日にはワ

ークショップを開催します。 

続きまして、吉良図書館の行事等でございますが、図書館まつりである「きらっと

まつり」を９月の上旬に行います。また、１２月には絵本講座としまして、絵本専門

士による「子育てと絵本」といった内容の講座を予定しています。 



裏面をご覧ください。 

吉良図書館は歴史に関する資料収集を特色としているため、５年度の講演会は家康

ブームに乗り、６月に「どうする家康と西尾」と題しまして歴史講演会を開催しま

す。 

続きまして幡豆図書館の行事でございます。はずっとまつりを８月19、20日で行い

ます。ちょうどこの期間が全国的にアルツハイマー月間である９月に近く、市の地域

包括支援センターからの提案もあり、ここ２・３年共同で企画展を開催しています。

この期間、市内４つの図書館で企画展示を行います。幡豆図書館につきましてはこの

図書館まつりの中で、認知症のことを若いお母さんや子供にも知ってもらいたいとい

うことでおはなし会を行います。 

また、幡豆図書館は、自然に関する資料収集を特色としており、植物に関する講演

会や講座を毎年開催し、参加者から好評を得ており、５年度もハーブ講座、草木染講

座、リース作りを予定しております。  

１０月には、愛知県岩倉市在住の絵本作家・正高もとこ氏の講演会を予定しており

ます。 

以上が資料２－２の説明になります。ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお

願いいたします。 

委員質問 図書館はボランティア講座や小さな講座に参加させていただいているのです

が、そういった講座に参加することで勉強になっています。今回70周年事業である親

子絵本ライブ公演は一色開催ですが、個人的には遠いですね。 

 →   今回集客を500人くらいと考えています。この公演の開催時期は文化会館の大

規模改修が行われ、休館中です。次に集客できるのは一色町公民館になります。 

委員質問  親子絵本ライブ公演となっていますが、「親子」でないと参加できません

か？ 

 →  大丈夫です。 

委員質問  時期が来たら募集があるのですよね？親子と書いてあると孫を連れて行かな

いと資格がないのかなと。人形劇もありますよね。行きたいと思いますが、親子じゃ

ないし。空席があれば見たいなあと。見に行きたい人もみえると思いますので準備は

大変だと思いますが、よろしくお願いします。 

  →  せっかくの機会ですので参加してください。原画展もありますが本館ではでき

る場所がないので一色でやってもらえるのはとてもありがたいです。 

 

（３）令和５年度図書館関係予算（案）について 

  吉永主任主査より説明 

  続きまして、令和５年度西尾市立図書館当初予算についてご説明いたします。 

資料３をご覧ください。 

それでは、人件費関係の１報酬、２人件費、７報酬費、８旅費及び費用弁償を除く

予算について、上から順番に説明させていただきます。 

まず初めに、１０需用費につきましては、高騰する電気料と５年度から新規に購入

する書籍に貼付するバーコード型ＩＣタグの材料費による増が理由であります。 

１１役務費につきましては、４年度実施しました図書館運営基本計画アンケートの

郵送がありませんので、その分減となっています。 

１２委託料につきましては、図書館情報システムの更新関連の委託料、市制７０周

年事業として実施する親子絵本ライブ事業、一色学びの館指定管理料の内、高騰する

電気料が増えたこと理由であります。 

１３使用料及び賃借料につきましては、図書館情報システム借上料の増が理由で、

借上げに中身は電子機器やシステムのリース代であります。 

１４工事請負費につきましては、一色学びの館エレベーター改修工事、幡豆図書館

空調機更新工事、本館セキュリティゲート設置など、多額の予算が必要となる工事に

よる増であります。 

１５補修用材料につきましては、本館の臨時駐車場補修用土砂の購入による増であ



ります。 

１７備品購入費につきましては、４年度は公用車を購入しましたが、５年度はあり

ません。図書購入費につきましては、昨今の物価高騰の影響で図書価格が上昇してお

りますが、今年度と同数の図書資料を購入するため、予算を約２．７％増額していま

す。全体としては減となっています。 

全体としまして、前年比で約４千７百万増額の予算を計上しております。 

今回お示ししました令和５年度の予算につきましては、ただいま市議会にて審議中

でございます。議会にて可決されましたら、先ほど説明いたしました運営計画と行事

等計画に基づいて事業を進めてまいります。 

質問等なし 

 

３ 報告 

（１）第４次西尾市子ども読書活動推進計画について蔵書点検結果について 

    生田館長補佐より報告。 

    報告（１）第４次西尾市子ども読書活動推進計画について説明いたします。 

「第4次西尾市子ども読書活動推進計画(案)」をお手元にご用意ください。 

前回、１２月１３日の図書館協議会で「第４次西尾市子ども読書活動推進計画」の

策定状況をご説明いたしました。その後、「図書館運営基本計画」と同様に、１２月

１９日の社会教育審議会、１月１０日の文教部会、翌１１日の定例教育委員会に計画

案を提出いたしました。そののち、パブリックコメントを１月２０日から２月１９日

までの４週間実施いたしまして、３人の方から７件のご意見をいただきました。その

中の１件をご説明いたしますので、お手元の「西尾市子ども読書活動推進計画案」の

９ページをご覧ください。下から８行目（４）「学校図書館を活用した授業の年間計

画を作成」の項目に、当初は「図書館資料活用授業実践の一覧表を基に、」とありま

したところ、現在は作成されていないものでしたので、「西尾市教育研究会図書館部

会が作成している研究収録などを参考にし、」という文言に改めさせていただきまし

た。 

 その上で、先週「西尾市子ども読書推進委員会」を書面開催し、審議をお願いいた

しました。その結果、委員全員の方から承認をいただきましたので、こちらの内容で

完成とさせていただきます。 

以上が報告（１）の説明になります。ご質問、ご意見等ございましたらよろしくお

願いいたします。 

 

委員質問 第４次西尾市子ども読書活動推進計画というのは、一生懸命作ったと思うので

すが、どこまで配布しますか？各校何冊配布しますか？配布冊数が少ないと担当の先

生の目に入らないと思います。 

 →   前回の策定時にどの程度配布したかわかりませんが、実際に担当している先生

の手元に届くよう配布したいと思いますので、それだけの部数は用意します。それか

ら図書館のホームページにも掲載します。 

委員意見 各校に最低３冊欲しいです。校長、担当教諭に各１冊、各校にある職員図書に

置きそこで読める用に１冊。ホームページもいいですがあまり見ません。できれば学

校司書にも渡したいです。 

 →   ３月中に印刷してお配りしたいと思います。 

 

会長   会長により西尾市図書館協議会を閉会。 

教育部長 あいさつ 

 

 


